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長野市若者・子育て世帯移住促進家賃支援事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１ この要綱は、本市への定住の意思を持つ若者世帯及び子育て世帯が市内に住宅

を確保するための支援を行い、本市への移住及び定住を促進し、地域の活性化を図

るため、住宅の確保をするための経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するこ

とに関し、長野市補助金等交付規則（昭和61年長野市規則第４号。以下「規則」と

いう。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

 (1) 賃貸住宅 自己の居住の用に供するために住宅の所有者との間で賃貸借契約を

締結した住宅をいう。ただし、次に掲げる住宅を除く。 

  ア 国又は地方公共団体が整備する住宅（地方公共団体がその整備に要する費用

の一部を負担して整備の推進を図る住宅を含む。） 

イ 給与住宅 

   ウ 賃借人及びその世帯構成員の３親等内の親族が所有する住宅 

（2）給与住宅 会社、国、地方公共団体等がその社員、職員等を居住させる目的で

貸与する社宅、寮等の住宅をいう。 

(3) 家賃 賃貸借契約で定められた賃借料の月額をいう。ただし、共益費、管理 

費、駐車場使用料その他の市長が適当でないと認める費用を除く。 

 (4) 住宅手当 住宅に関する全ての手当等の月額をいう。 

 (5) 若者世帯 次に掲げる要件の全てを満たす世帯をいう。 

  ア 住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第22条第１項の規定により、転入を

した者が市長に届け出た同項第３号に規定する転入をした年月日（以下「転入

日」という。）において構成員が２人以上であること。 

  イ 転入日において40歳未満の者が属すること。 

  ウ 転入日における全ての構成員が転入日の前日において同一の世帯に属してい

ること。 

 (6) 子育て世帯 中学校を卒業する前の者が属する世帯をいう。 

 （交付対象者） 

第３ 補助金の交付の対象となる者は（以下「交付対象者」という。）は、次に掲げ

る要件を全て満たす者とする。 

 (1) 転入日の翌日から起算して５年以上本市に定住する意思を持つ者であること。 

 (2) 転入日の前日において、本市に対して移住に係る相談その他本市の実施する移

住に関する施策に係る事業に参画したことがあること。 

 (3) 令和７年４月１日から令和10年３月31日までの間に本市に転入した者であっ 

て、かつ、転入日の前日から起算して前３年以内に県内に住所を有していないも

ののうち、次のいずれかに該当するものであること。 

ア 若者世帯の構成員のうち、転入日において40歳未満である者 

イ 子育て世帯の構成員 
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 (4) 本市内に所在する賃貸住宅の賃借人であること。 

 (5) 前号の賃貸住宅の所在地において交付対象者及びその世帯構成員が本市の住民

基本台帳に登録され、現に居住していること。ただし、交付対象者及びその世帯

構成員が前号の賃貸住宅の所在地において本市の住民基本台帳に登録がないこと

について、特別な理由があると市長が認める場合は、この限りでない。 

 (6) 交付対象者の転勤、出向（交付対象者の意思にかかわらず就業先が命令できる

場合を含む。）、医療施設又は福祉施設への入所、学校への入学等による一時的

な居住ではないこと。 

 (7) 交付対象者が生活保護法（昭和25年法律第 144号）の規定による住宅扶助その

他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 

 (8) 交付対象者が市税を滞納していないこと。 

 (9) 交付対象者及びその世帯構成員（以下「交付対象者等」という。）が暴力団員

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２

条第６号に規定する暴力団員をいう。）又は暴力団関係者（長野市暴力団排除条

例（平成26年長野市条例第40号）第６条第１項に規定する暴力団関係者をい 

う。）でないこと。 

 (10)交付対象者が国家公務員又は地方公務員（これらに準ずる者を含む。）でない

こと。 

 (11)この要綱による交付の対象となる経費（以下「対象経費」という。）につい 

て、国、県又は市による他の補助金等の交付を受けていないこと。 

 （対象経費及び補助率等） 

第４ 対象経費は、交付対象者等が居住する賃貸住宅の家賃とする。 

２ 対象経費に係る期間（以下「対象期間」という。）は、交付対象者が認定を受け

た日の属する月の翌月の初日（当該認定を受けた日が月の初日であるときは、その

日。以下「対象期間開始日」という。）から起算して連続する２年間とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、対象経費としない。 

(1) 交付対象者等に支給される住宅手当 

(2) その他市長が適当でないと認める経費 

４ 補助金の補助率は、対象経費の２分の１以内の額（当該額に 1,000円未満の端数

があるときは、これを切り捨てた額）とし、１月につき２万円を限度とする。 

５ 第２項の規定にかかわらず、交付対象者が第３各号の要件を満たさなくなったと

きは、当該日をもって対象期間は終了するものとする。  

 （認定申請等） 

第５ 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付を受けようとする市内の賃

貸住宅について、市長の認定を受けなければならない。 

２ 前項の規定により認定を受けようとする者は、長野市若者・子育て世帯移住促進

家賃支援事業補助金認定申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて市長に

提出しなければならない。 

 (1) 長野市若者・子育て世帯移住促進家賃支援事業補助金同意書兼誓約書（様式第

２号） 

 (2) 交付対象者及びその世帯構成員の住民票の写し（続柄の記載があるものに限 
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る。） 

 (3) 賃貸借契約書の写し 

 (4) 長野市若者・子育て世帯移住促進家賃支援事業補助金就業証明書（様式第２号

の２） 

 (5) その他市長が必要と認める書類 

３ 前項に規定する申請書等は、転入日の翌日から起算して３月以内に提出しなけれ

ばならない。 

４ 市長は、第２項に規定する申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、

及び市税を滞納していないことを確認するとともに、必要に応じて実地調査等を行

い、認定の可否を決定し、その旨を第２項に規定する申請書等を提出した者に通知

するものとする。 

（認定の変更等） 

第６ 第５第４項の規定による認定を受けた者（次項において「認定者」という。）

は、当該認定の内容を変更し、又は認定の廃止をしようとするとき（第８第２項に

規定する場合を除く。）は、市長が別に定めるところにより、速やかに市長に申請

し、その承認を得なければならない。 

２ 市長は、認定者が偽りその他不正な手段により第５第４項の規定による認定を受

けた場合、認定者が第７第３項に規定する提出期限までに同第７第１項及び第２項

に規定する申請書等を提出しない場合その他市長が適当でないと認める場合は、第

５第４項の規定による認定を取り消すことがある。 

 （交付申請等） 

第７ 規則第３条に規定する申請書は、長野市若者・子育て世帯移住促進家賃支援事

業補助金交付申請書（様式第３号）によるものとする。 

２ 規則第３条に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。 

 (1) 市税の納付確認に関する同意書（補助金の交付の申請を行う年度が第５第４項

の規定による認定を受けた年度と異なる場合に限る。） 

 (2) その他市長が必要と認める書類 

３ 前２項に規定する申請書等の提出期限は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める日までとする。 

 (1) 交付申請を行う日が認定を受けた日（以下「認定日」という。）と同じ年度で

ある場合 認定日の属する月の翌月の初日（認定日が月の初日である時はその 

日） 

 (2) 交付申請を行う日が認定日と異なる年度である場合 当該交付申請を行う年度

の４月１日 

 （補助事業の内容の変更等） 

第８ 規則第８条の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める書類を提出して行うものとする。 

 (1) 交付内容を変更しようとするとき 長野市若者・子育て世帯移住促進家賃支援

事業補助金変更承認申請書（様式第４号）及び市長が必要と認める書類 

 (2) 交付を廃止しようとするとき 長野市若者・子育て世帯移住促進家賃支援事業

補助金廃止承認申請書（様式第５号）及び市長が必要と認める書類 
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２ 前項の申請について、市長が補助事業の変更又は廃止の承認をした場合におい 

て、第５第４項の規定による認定は、これに伴い変更がされ、又は廃止の承認をし

たものとみなす。 

 （実績報告） 

第９ 規則第９条に規定する実績報告書は、長野市若者・子育て世帯移住促進家賃支

援事業補助金実績報告書（様式第６号）によるものとする。 

２ 規則第９条に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。 

 (1) 長野市若者・子育て世帯移住促進家賃支援事業補助金住宅手当支給等証明書 

（様式第７号） 

 (2) 家賃の領収書その他の家賃の支出が確認できる書類の写し 

 (3) その他市長が必要と認める書類 

３ 前２項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して15日を

経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の３月31日のいずれか

早い日とする。 

 （補助金の交付請求書） 

第10 規則第12条第２項に規定する請求書は、長野市若者・子育て世帯移住促進家賃

支援事業補助金交付請求書（様式第８号）によるものとする。 

 （交付決定の取消し等） 

第11 規則第13条第１項各号に定めるもののほか、市長は、補助金の交付決定を受け

た者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部

を取り消すものとする。ただし、交付対象者等の就業先の倒産、交付対象者等の病

気、災害その他市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。 

(1) 交付対象者が、転入日の翌日から起算して３年を経過する日（以下「３年経過

日」という。）までの間に市外に転出したとき。 

(2) 交付対象者が、３年経過日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に市

外に転出したとき。 

２ 前項の場合において、前項第１号の規定により交付決定を取り消したときは交付

した金額の全額を、前項第２号の規定により交付決定を取り消したときは交付した

金額の半額の返還を命ずることがある。 

 （補則） 

第12 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年10月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金

交付要綱の規定は、令和６年10月１日以後に本市に転入した者について適用し、同

日前に本市に転入した者については、なお従前の例による。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の長野市若者・子育て世帯移住促進家賃支援事業補助金交

付要綱（以下「新要綱」という。）の規定は、令和７年４月１日以後に本市に転入

した者について適用し、同日前に本市に転入した者については、なお従前の例によ

る。 

３ 前項の規定にかかわらず、令和７年１月１日以後に本市に転入した者であって、

改正前の長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金交付要綱（以下 

「旧要綱」という。）第５による認定を受けている旧要綱第２第５号に規定する若

者のうち、新要綱第３第３号アに該当する者に係る補助金の限度額については、新

要綱第４第４項の規定を適用する。 

 

 

 


